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研究要旨 

制度提案（自治体等ヒアリング）では、実効性のある基準の見直しのための基礎として、自治体にお

ける立入検査及びその報告に関する状況把握として空気環境測定の実態を把握し行政報告における不

適率上昇に関する分析を行った。 

二酸化炭素濃度の不適率上昇の要因分析については、以下の知見が得られた。1999 年以降の上昇の

要因に、外気濃度上昇、省エネルギー等に伴う換気量の削減、報告徴取率の増加があり、今後も不適率

の上昇が続くことが予想される。適切な測定の運用が難しい状況が、不適率のデータに影響している。

また、行政報告例における報告聴取の増加、省エネ対応、外気条件の変化が、不適率上昇に影響してい

る。これらを踏まえた測定評価法や制度の構築が必要であることを示した。 

 

A．研究目的 

 制度提案では、自治体、ビルメンメンテナンス

業の実情を踏まえ、基準案・測定評価法の実効性、

制度化の可能性を明らかにする。他の分担研究及

び建築物衛生に関する既往研究の成果を活かし、

実効性のある基準及び制度に向けた具体的な提案

とその科学的根拠を示すことが、本研究の目的で

ある。 

本報告では、自治体及びビルメンテナンス実務

者に対するヒアリング及びアンケート調査の基礎

資料となる空気環境測定状況に関するアンケート

に関する分析、建築物衛生法建築衛生管理基準の

行政報告データにおける不適率の状況把握のため

の分析として、特に二酸化炭素濃度の不適率上昇

要因に関する分析の結果を示す。なお、空気環境

測定状況に関するアンケートの予備調査は、日本

建築衛生管理教育センターが実施した調査結果を

分析することによって行った。 

 

B．研究方法 

B1．空気環境測定に関する分析 

（1）空気環境測定者へのアンケート調査 

特定建築物の空気環境測定の実態に関する本調

査に先立って、空気環境測定者へのアンケート調

査結果に関する分析を行った。 

以下にアンケートの質問項目を記す。 

 
[特定建築物の空気環境測定に関する調査] 
１）室内で測定する時に、通常の在室状況を代表する適切な測定点で測定

していますか？ 

該当する記号に〇を付けてください。 

a.すべての場合できる b.概ねできる c.できない場合がある d.でき

ない場合がしばしばある 
２）適切な測定点で測定できなかった用途と原因はなんですか？  

該当する記号すべてに〇を付けてください。 

① 興行所 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントからの要請

d.その他（      ）  
② 百貨店 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントからの要請

d.その他（      ） 
③ 集会所 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントからの要請

d.その他（      ） 
④ 図書館 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントからの要

請 d.その他（      ）  
⑤ 美術館 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントからの要請

d.その他（      ） 
⑥ 遊技場 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントからの要請

d.その他（      ） 
⑦ 店舗  a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントからの要請
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d.その他（      ）  
⑧ 事務所 a.在室者への配慮  b.依頼主からの要請 c.テナントからの要

請 d.その他（      ）  
⑨ 学校等 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントからの要

請 
⑩ 旅館等 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントからの要

請 d.その他（      ） 
３）測定は、一日に２回以上、測定していますか？ 該当する記号に〇を付

けてください。 

a.すべての場合できる  b.概ねできる  c.できない場合がある  d.で
きない場合がしばしばある 
４）一日に２回以上、測定できない原因はなんですか？ 該当する記号す

べてに〇を付けてください。 

a.在室者への配慮   b.業務への配慮   c.依頼主からの要請  d.テ
ナントからの要請 e.その他（     ）                                      
５）在室者のいない居室や廊下などで測定する場合がありますか？ 該当す

る記号に〇を付けてください。 

a.まったくない  b.概ねない  c.行う場合がある  d.しばしばある 
６）在室者のいない居室や廊下などで測定する原因はなんですか？ 該当

する記号すべてに〇を付けてください。 

a.在室者への配慮   b.業務への配慮   c.依頼主からの要請  d.テ
ナントからの要請 e.その他（    ） 
７）休日や祭日あるいは就業時間外など、空調が運転されていない日や時

間帯に測定する場合がありますか？ 該当する記号に〇を付けてください。 

a.まったくない  b.概ねない  c.行う場合がある  d.しばしばある 
８）運転されていない時刻に測定する原因はなんですか？ 該当する記号

すべてに〇を付けてください。 

a.在室者への配慮   b.業務への配慮   c.依頼主からの要請  d.テ
ナントからの要請 e.その他（    ） 
９）冬期、夏期、中間期（冷暖房が行われない時期）の測定時における個別

方式空調の稼動、換気、窓の開放について、 

①-1 冬期－個別方式空調が運転されていない室で測定する場合がありま

すか？ 該当する記号に〇を付けてください。 

a.まったくない  b.概ねない  c.行う場合がある  d.しばしばある  
①-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記号す

べてに〇を付けてください。 

a.依頼主からの指示  b.テナントからの指示  c.在室者の判断で運

転されていない d.その他（    ） 
②-1 夏期－個別方式空調が運転されていない室で測定する場合がありま

すか？ 該当する記号に〇を付けてください。 

a.まったくない  b.概ねない  c.行う場合がある  d.しばしばある  
②-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記号す

べてに〇を付けてください。 

a.依頼主からの指示  b.テナントからの指示  c.在室者の判断で運

転されていない d.その他（    ） 
③-1 中間期－個別方式空調が運転されていない室で測定する場合があり

ますか？ 該当する記号に〇を付けてください。 

a.まったくない  b.概ねない  c.行う場合がある  d.しばしばある 
③-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記号す

べてに〇を付けてください。 

a.依頼主からの指示  b.テナントからの指示  c.在室者の判断で運

転されていない d.その他（    ） 
④-1 冬期－個別方式空調の換気装置が運転されていない室で測定する場

合がありますか？ 該当する記号に〇を付けてください。 

a.まったくない  b.概ねない  c.行う場合がある  d.しばしばある 
④-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記号す

べてに〇を付けてください。 

a.依頼主からの指示  b.テナントからの指示  c.在室者の判断で運

転されていない d.その他（    ） 
⑤-1 夏期－個別方式空調の換気装置が運転されていない室で測定する場

合がありますか？ 該当する記号に〇を付けてください。 

a.まったくない  b.概ねない  c.行う場合がある  d.しばしばある 
⑤-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記号す

べてに〇を付けてください。 

a.依頼主からの指示  b.テナントからの指示  c.在室者の判断で運

転されていない d.その他（    ） 
⑥-1 中間期－個別方式空調の換気装置が運転されていない室で測定する

場合がありますか？ 該当する記号に〇を付けてください。 

a.まったくない  b.概ねない  c.行う場合がある  d.しばしばある 
⑥-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記号す

べてに〇を付けてください。 

a.依頼主からの指示  b.テナントからの指示  c.在室者の判断で運

転されていない d.その他（    ） 
⑦-1 冬期－窓が開放されている室で測定する場合がありますか？ 該当

する記号に〇を付けてください。 

a.まったくない  b.概ねない  c.行う場合がある  d.しばしばある 

⑦-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記号す

べてに〇を付けてください。 

a.依頼主からの指示  b.テナントからの指示  c.在室者の判断で開

放されている d.その他（    ） 
⑧-1 夏期－窓が開放されている室で測定する場合がありますか？ 該当

する記号に〇を付けてください。 

a.まったくない  b.概ねない  c.行う場合がある  d.しばしばある 
⑧-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記号す

べてに〇を付けてください。 

a.依頼主からの指示  b.テナントからの指示  c.在室者の判断で開

放されている d.その他（    ） 
⑨-1 中間期－窓が開放されている室で測定する場合がありますか？該当

する記号に〇を付けてください。 

a.まったくない  b.概ねない  c.行う場合がある  d.しばしばある 
⑨-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記号す

べてに〇を付けてください。 

a.依頼主からの指示  b.テナントからの指示  c.在室者の判断で開

放されている d.その他（    ） 
10）法令検査（2 ヶ月に 1 度）で問題（不適合項目）があった測定場所や施

設について、原因追及のための測定を実施していますか？ 該当する記号

に〇を付けてください。 

a.すべての場合できる  b.概ねできる  c.できない場合がある  d.で
きない場合がしばしばある 
11）原因追及のための測定を実施できない原因はなんですか？ 該当する

記号すべてに〇を付けてください。  

a.在室者への配慮   b.業務への配慮   c.依頼主からの要請  d.テ
ナントからの要請 e.その他（   ） 

12）法令検査（2 ヶ月に 1 度）で問題（不適合項目）があった測定場所や施

設について、改善策を提示していますか？ 該当する記号に〇を付けてく

ださい。 

a.すべての場合できる  b.概ねできる  c.できない場合がある  d.で
きない場合がしばしばある 
13）改善策を提示しない原因はなんですか？ 該当する記号すべてに〇を

付けてください。 

a.原因追及のための測定が未実施のため b.依頼主から拒まれたため c.
テナントから拒まれたため d.その他（   ） 
14）空気環境測定を実施する際、困っていることはありますか？自由に記

述してください。  

15）今後、追跡調査を実施する場合、ご協力の可否について、以下にお答え

願います。アンケートの追跡調査に協力していただけますか？ 

   a. 協力する   b.協力しない  
16）空気環境測定を実施している主な 都道府県、市  

      都道府県      市 

 

（2）ビルメンテナンスに関するアンケート調査 

特定建築物の衛生状態について、全国ビルメン

テナンス協会を通じてアンケート調査を行った。

なお、特に、特定建築物以外の 2,000 ㎡以上 3,000

㎡未満の中規模建築物の衛生状況を把握する。 

以下にアンケートの質問項目を記す。 

 
問１ 御社で受託している建築物数と、受託業務の内訳について、お教え

ください。 

 

問２ 御社が受託している建築物（2,000～3,000 ㎡の興行場・百貨店・集

会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・旅館、または 8,000

㎡未満の学校）のうち、受託業務が多い建築物を 5 つ選び、それぞれの建

築物 A～E について、以下のⅠ～Ⅴにお答えください。 

Ⅰ 所在都道府県を回答用紙にご記入ください。 

 

Ⅱ ①～③の床面積を回答用紙にご記入ください。 

①延床面積(  )㎡＝②特定用途延床面積(  )㎡＋③特定用途外

延床面積(  )㎡ 

 

Ⅲ それぞれの建築物について、用途を回答用紙にご記入ください。 

ア 主な特定用途 

a.興行場  b.百貨店  c.集会場  d.図書館  e.博物館  f.美

術館  

g.遊技場  h.店 舗  i.事務所  j.学校等  k.旅 館 
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イ 主な特定用途以外の用途 

主な特定用途以外で特定用途に使用している部分があれば a～h を、

特定用途以外で使用している部分があれば自由記述（マンション等）

でご記入ください。 

a.興行場  b.百貨店  c.集会場  d.図書館  e.博物館  f.美

術館  

g.遊技場  h.店 舗  i.事務所  j.学校等  k.旅 館 

 

Ⅳ それぞれの建築物の管理にあたり、建築物環境衛生管理技術者の免状

を有する者の関与の有無について、回答用紙の該当する記号に○を付けて

ください。 

a.なし  b.この建築物だけを管理  c.他の建築物と兼務で管理 

 

Ⅴ 空気環境測定、空気調和設備の維持管理、飲料水水質検査、貯水槽清

掃、排水管清掃、清掃管理業務、ネズミ昆虫等の防除作業の受託状況につい

て、回答用紙の該当する記号に○を付けてください。 

a.自社で受託している b.他社が受託している c.オーナーが直接管

理している d.わからない 

 

問３ 問２（Ⅴ）において、「a.自社で受託している」と回答した業務につ

いて、以下の（１）～（６）に回答ください。 

 

（１）空気環境測定 

ア それぞれの建築物の空気調和設備及び換気設備について、回答用紙の

該当する記号すべてに○を付けてください。 

a.空気調和設備（中央管理方式） b.空気調和設備（中央管理方式以

外） 

c.機械換気設備（中央管理方式） d.機械換気設備（中央管理方式以

外） 

e.空気調和設備を設けていない  f.機械換気設備を設けていない 

g.わからない 

イ 空気環境の測定状況について、実施頻度を回答用紙にご記入ください。 

（記入例：（ ２ ）ヵ月に 1 回、実施していない場合は、×と記入） 

イ-1 浮遊粉じんの量の測定  ・・・（   ）カ月に 1 回 

イ-2 一酸化炭素の含有率の測定・・・（   ）カ月に 1 回 

イ-3 二酸化炭素の含有率の測定・・・（   ）カ月に 1 回 

イ-4 温度の測定       ・・・（   ）カ月に 1 回 

イ-5 相対湿度の測定     ・・・（   ）カ月に 1 回 

イ-6 気流の測定       ・・・（   ）カ月に 1 回 

イ-7 ホルムアルデヒドの量の測定（ホルムアルデヒドについては、特

定建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替を行った場合の

み測定の実施の有無を記載（建築、大規模の修繕、大規模の模様

替を実施していない場合は、該当無に〇を付けてください）） 

a.有   b.無   c.該当無 

（２）空気調和設備の維持管理 

ア 空気調和設備における冷却塔の水について、回答用紙の該当する記号

に○を付けてください。 

a.水道水のみ b.水道水以外も使用 c.水道水以外のみ d.冷却塔

はない 

イ 空気調和設備における加湿装置の水について、回答用紙の該当する記

号に○を付けてください。 

a.水道水のみ b.水道水以外も使用 c.水道水以外のみ d.加湿装

置はない 

ウ 空気調和設備について、次の項目の実施頻度を回答用紙にご記入くだ

さい。 

（記入例：（ ２ ）ヵ月に 1回、実施していない場合は、×と記入） 

ウ-1 冷却塔及び冷却水の点検の実施       ・・・（   ）

カ月に 1回 

ウ-2 加湿装置の点検の実施           ・・・（   ）

カ月に 1回 

ウ-3 排水受けの点検の実施           ・・・（   ）

カ月に 1回 

ウ-4 冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃の実施・・・（   ）

カ月に 1回  

（３）給水の管理 

ア 飲料水の管理について、次の項目の実施頻度を回答用紙にご記入くだ

さい。（実施していない場合は、×と記入） 

水質検査（遊離残留塩素を除く）の実施・・・（   ）項目 

遊離残量塩素の検査 ・・・（   ）週に 1回 

貯水槽の清掃の実施・・・（   ）カ月に 1回（貯水槽がない場合

は、×と記入） 

貯水槽の点検・検査の実施・・・（   ）カ月に 1 回（貯水槽がな

い場合は、×と記入） 

イ 雑用水の管理について、次の項目の実施頻度を回答用紙にご記入くだ

さい。（実施していない場合は、×と記入） 

水質検査（遊離残留塩素を除く）の実施・・・（   ）項目 

遊離残量塩素の検査 ・・・（   ）週に 1回 

貯水槽の清掃の実施・・・（   ）カ月に 1回（貯水槽がない場合は、

×と記入） 

貯水槽の点検・検査の実施・・・（   ）カ月に 1 回（貯水槽がない場

合は、×と記入） 

 

（４）排水に関する設備の掃除の実施頻度を回答用紙にご記入ください。

（実施していない場合は、×と記入） 

  （   ）カ月に 1 回 

 

（５）清掃について、次の項目の実施状況を回答用紙にご記入ください。

（実施していない場合は、×と記入） 

ア 日常清掃 

a.有   b.無 

イ 大掃除の実施の頻度 

  （   ）カ月に 1 回 

 

（６）ねずみ・昆虫等の防除について、次の項目の実施状況を回答用紙にご

記入ください。（実施していない場合は、×と記入） 

ア ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等の被害の

状況の調査 

  （   ）カ月に 1 回 

イ-1 駆除の有無 

  （   ）カ月に 1 回 

イ-2 駆除を行った場合に使用した薬剤 

a.医薬品・医薬部外品  b.医薬品・医薬部外品以外  c.不明 

 

問４ この建築物について、仕様書（発注内容）の問題により適切な衛生管

理が実行できず、衛生状態に関するクレームや問題等が発生したこと

はありますか。 

a.よく有る   b.たまに有る   c.稀に有る   d.無 

 

B2．二酸化炭素濃度等の空気環境に関する不適率

上昇要因の分析 

特定建築物における建築物衛生管理基準項目の

実態を把握し、基準検証及び行政監視指導方法を

含めた制度提案の基礎とすることを目的とする。

行政報告例における建築衛生管理基準の空気環境

に関する項目の不適率が 1999 年以降、持続的に

上昇している。空気環境基準の内、相対湿度の不

適率が も高く、続いて温度と二酸化炭素の不適

率が高い。 

東京都の立入検査のデータを見ると、相対湿度

と温度は、季節によって状況が異なる。相対湿度

は主に冬期の不適率が高く、温度は夏期の不適率

が主に高い。相対湿度と温度は、夏期と冬期で熱

源が異なるなど空調運転の状況が異なるため、季

節毎の分析が必要であると考えられる。二酸化炭

素濃度については、季節による不適率の差が見ら

れない。これは、空調設備が通年に渡って運転さ

れ窓開放が行われない場合が多いために、換気量

の季節変化が少ないことが原因であると考えられ

る。 

屋内の二酸化炭素濃度は、機械換気量と在室状

況によって、基本的には決定されると考えられる。
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在室状況が 1999 年以降特に変化がないと考えら

れる。二酸化炭素濃度の不適率上昇の要因として、

地球全体の外気濃度上昇、都市における発生集中

による濃度差、省エネルギーによる換気量削減、

フィルター等のメンテナンス不備による換気量減

少等が挙げられる。 

行政報告例は、報告徴取及び立入検査によって

自治体の環境衛生監視員が適合判断を行った結果

を集計したものである。報告徴取は、ビルメンテ

ナンス業者による年 5 回の空気環境測定データを

聴取して適法判定をした結果である。立入検査は、

自治体の環境衛生監視指導員が立入を行い、測定

時の在室状況などを踏まえて、経験的な判断をす

る。行政報告例の分析及び自治体の環境衛生監視

指導員に対するアンケート調査の結果では、報告

徴取数が多い自治体では不適率が高い傾向があり、

報告徴取では、年５回の複数点の結果全体を見て

不適値があれば不適と判断するため、不適率が高

くなることが明らかになった。 

東、池田らは、行政報告例を分析し、学校と事務

所の不適率が高いことを示し、個別空調の普及、

省エネルギー意識の高まり、学校における換気頻

度の減少等を要因として挙げた。また、中川らは

外気の二酸化炭素濃度上昇を東京都における不適

率上昇の要因として挙げた。本研究では、行政報

告例の特性を踏まえた上で、外気濃度上昇と換気

量削減による不適率上昇への影響について明らか

にする。 

 

C．研究結果 

C1．空気環境測定に関する分析 

（1）空気環境測定者へのアンケート調査 

 首都圏（東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県）の

空気環境測定の実務者 56 名の協力を得て、アンケ

ート調査を試行した結果を以下に示す。対象者の

80％は東京都である。 

各質問に対する回答は、以下の通りであった。 

回答者が空気環境を実施している都道府県の内訳 

 

 

都道府県 比率
愛知県 8.81%
茨城県 0.63%
沖縄県 4.40%
岩手県 0.42%
宮城県 5.24%
群馬県 0.84%
広島県 0.42%
埼玉県 2.31%
鹿児島県 0.42%
秋田県 0.84%
新潟県 1.05%
神奈川県 9.43%
青森県 1.26%
静岡県 2.52%
石川県 0.42%
千葉県 4.61%
大阪府 1.68%
大分県 0.63%
長崎県 0.63%
長野県 0.63%
東京都 24.32%
東京都・神奈川県 0.21%
東京都・神奈川県・埼玉県 0.21%
東京都・神奈川県・千葉県 0.21%
東京都・千葉県 0.21%
栃木県 0.21%
富山県 0.42%
福島県 1.68%
北海道 6.50%
(空白) 0.00%
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 0.21%
佐賀県 0.84%
福岡県 5.45%
宮崎県 0.42%
熊本県 0.63%
山形県 0.21%
島根県 0.42%
福井県 0.42%
滋賀県 0.84%
京都府 1.05%
鳥取県 0.42%
島根県・鳥取県 0.21%
兵庫県 0.63%
岐阜県 0.63%
三重県 0.42%
徳島県 0.21%
愛媛県 4.19%
高知県 0.84%
山口県 0.42%
香川県 0.42%
総計 100.00%
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ａ）測定点に関して 

 空気環境測定における測定点については、空調

系統を中心に、吹出口や還気口の位置、室内の使

用状況、家具類のレイアウト等を十分に考慮し、

測定点が偏ることのないように選定しなければな

らないとされている。 

 

質問１. 室内で測定する時に、通常の在室状況を

代表する適切な測定点で測定していますか？ 

 

 この質問に対し、「すべての場合できる」（ａ）が

25％、「概ねできる」（ｂ）が 52％、「できない場合

がある」、又は「できない場合がしばしばある」（ｃ、

ｄ）が 23％だった（図 4-1-1）。 

 

図 4-1-1 空気環境の測定点について 

 

質問２.  適切な測定点で測定できなかった用途

と原因はなんですか？ 

 

 適切な測定点で測定ができなかった場合につい

て、建築物の用途別では、⑧事務所において適切

な測定点で測定が行えないという回答が も多か

った（図 4-1-2）。測定時には室内の使用状況に応

じて適切な測定点を選択する必要があるが、事務

所においては机や家具、機材等の配置によっては、

測定機器を居室の中央部付近に持っていくことが

できなかったり、測定を行うことによって在室者

の業務等を著しく妨害してしまう等の問題が生じ

てしまい、適切な測定点での測定が行えない場合

が多いのかもしれない。 

 

図 4-1-2 適切な測定点で測定できなかった用途 

 

 次に、適切な測定点で測定できなかった理由に

ついて、原因別に集計を行った。①～⑩全体で集

計すると、「在室者への配慮」（ａ）が 48％、「依頼

主やテナントからの要請」（ｂ、ｃ）が 47％となっ

た（図 4-1-3）。このことから、適切な測定点で測

定できないのは、測定者側が在室者に気を使って

測定点を変更した場合と、依頼者やテナントの要

請を受け、やむを得ず測定点を変更した場合があ

ることが明らかになった。 

 

図 4-1-3 適切な測定点で測定できなかった理由 

（全体） 

 建築物の用途別の適切な測定点で測定できなか

った原因を図 4-1-4～図 4-1-14 に示した。「在室者

への配慮」（ａ）の回答が も多かったのは④図書

館（図 4-1-8）、⑧事務所（図 4-1-12）、⑨学校等（図

4-1-13）、⑩旅館等（図 4-1-14）で 54%となった。

学校の授業や業務等の邪魔にならないようにしな

ければならないため、在室者に対する配慮が必要

となり、測定点を変える場合が多いのではないか

a.すべての場合

できる

25%

b. 概ねできる

52%

c. できない場

合がある

18%

d. できない場合が

しばしばある

5%
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29%
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18%

d.その他

5%
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と考えられる。 

 「依頼主からの要請」（ｂ）の回答が多かったの

は③集会所（図 4-1-7）、⑤美術館（図 4-1-9）、⑥

遊技場（図 4-1-10）で 37％～39％となった。また、

「テナントからの要請」（ｃ）の回答が多かったの

は①興行場（図 4-1-5）、②百貨店（図 4-1-6）、⑦

店舗（図 4-1-11）で 22％～26％となった。こうし

た施設においては依頼主やテナントの理解を得ら

れず、測定点を変えざるを得なくなっている可能

性が高い。また、金融機関などでは、部外者の立ち

入り禁止箇所があるため測定点を変更する場合が

あると考えられる。 

 
図 4-1-5 適切な測定点で測定できなかった理由 

（興行場） 

 

 

図 4-1-6 適切な測定点で測定できなかった理由 

（百貨店） 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-7 適切な測定点で測定できなかった理由 

（集会所） 

 

 

 

図 4-1-8 適切な測定点で測定できなかった理由 

（図書館） 

 

 

図 4-1-9 適切な測定点で測定できなかった理由 

（美術館） 
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43%

b.依頼主からの要請

31%

c.テナントか

らの要請

22%

d.その他

4%

a.在室者への配慮

37%

b.依頼主からの要請

31%

c.テナントか

らの要請

26%

d.その他

6%

a.在室者への配慮

48%b.依頼主から

の要請

39%

c.テナン

トからの

要請

8%

d.その他

5%

a.在室者への配慮

54%
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11%
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図 4-1-10 適切な測定点で測定できなかった理由 

（遊技場） 

 

 

 

図 4-1-11 適切な測定点で測定できなかった理由 

（店舗） 

 

図 4-1-12 適切な測定点で測定できなかった理由 

（事務所） 

 

 

 
図 4-1-13 適切な測定点で測定できなかった理由 

（学校等） 

 

 

 

図 4-1-14 適切な測定点で測定できなかった理由 

（旅館等） 

 

ｂ）一日の測定回数に関して 

 

質問 3.  測定は、一日に 2 回以上、測定していま

すか？ 

 

 浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相

対湿度、気流の 6 項目に関して、一日に 2 回以上

の測定を行わなければならない。一日に 2 回以上

測定を行うことが「すべての場合できる」（ａ）と

いう回答が 65％と大多数を占めたが、「概ねでき

る」（ｂ）という回答が 28％、「できない場合があ

る」又は「できない場合がしばしばある」（ｃ、ｄ）

という回答が 7％存在した（図 4-1-15）。 
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図 4-1-15 1 日に 2 回以上の測定実施 

 

質問 4. 一日に 2 回以上、測定できない原因はな

んですか？ 

 

 一日に 2 回以上、測定することができない原因

としては、「在室者や業務への配慮」（ａ、ｂ）が

56％、「依頼主やテナントからの要請」（ｃ、ｄ）

が 38％となった（図 4-1-16）。「在室者や業務への

配慮」（ａ、ｂ）の回答では、測定者側が在室者に

気を使って測定回数を減らしてしまっている可能

性が高い。一方、「依頼主やテナントからの要請」

（ｃ、ｄ）の回答では、依頼主やテナントに空気環

境測定に対する十分な理解を得ることができずに、

一日の測定回数を減らしてしまっている可能性が

高い。 

 

図 4-1-16 1 日に 2 回以上測定できない原因 

 

ｃ）測定時の状況に関して 

 空気環境測定を適切に行うためには、室の状況

が代表的であると思われる時間帯で測定を行う必

要がある。具体的には、就業時間内に測定を行う

ことは当然として、在室者がいる中で適切に空調

や換気装置を運転させた状態で測定を行うべきで

ある。不適切な状況での測定がどの程度行われて

いるのか実態調査を行った。 

 

質問 5.  在室者のいない居室や廊下などで測定

する場合がありますか？ 

 

 この質問に対しては、「まったくない」、又は「概

ねない」（ａ、ｂ）の回答が 46％、「行う場合があ

る」（ｃ）が 46％、「しばしばある」（ｄ）が 8％と

なった（図 4-1-17）。このことから、半数以上の測

定者において在室者のいない状況で測定を行った

ことがあると推定される。 

 

 
図 4-1-17 在室者のいない部屋や廊下などでの測定 

 

質問 6.  在室者のいない居室や廊下などで測定

する原因はなんですか？ 

 

 この原因としては、「在室者や業務への配慮」（ａ、

ｂ）が 43％、「依頼主やテナントからの要請」（ｃ、

ｄ）が 43％であった（図 4-1-18）。このことから、

半数近くの測定者が依頼主やテナントからの要請

によって、在室者のいない状況下での測定を強い

られていると考えられる。 

「その他」（ｅ）の回答としては、「大学等では２

回測定可能な場所が空室や廊下に限られてしまう

ため」、「業務の都合で空室になってしまった」、「ホ

テル・会議室などでの測定では、在室中に測定を

する訳にもいかない」等の回答があった。 
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図 4-1-18 在室者のいない部屋や廊下で測定する原

因 

 

質問 7.  休日や祭日あるいは就業時間外など、空

調が運転されていない日や時間帯に測定する場合

がありますか？ 

 

 この質問に対しては、「まったくない」（ａ）が

64％と も多く、次いで、「概ねない」（ｂ）が 22％

であった（図 4-1-19）。対して、「行う場合がある」

（ｃ）が 12％、「しばしばある」（ｄ）が 2％とな

り、14％が休日や祭日あるいは就業時間外など、

空調が運転されていない日や時間帯に測定する場

合があることが明らかになった。 

 

 
図 4-1-19 空調停止時の測定 

 

質問 8.  空調が運転されていない時刻に測定す

る原因はなんですか？ 

 

 この原因としては、「依頼主からの要請」（ｃ）が

33％と、3 分の 1 を占めていた（図 4-1-20）。この

ことから、依頼主が、測定が業務の妨げになると

考えて空調が運転されていない日や時間帯に測定

するように要請しているケースが多いのではない

かと考えられる。一方で、「在室者や業務への配慮」

（ａ、ｂ）は 43％となった。「在室者や業務への配

慮」（ａ、ｂ）の回答では、測定者側が在室者に気

を使って測定回数を減らしてしまっている可能性

が高い。 

「その他」（ｅ）の回答としては、「契約上の仕様

のため」や「平日が定休日のテナントで測定を行

うため」などの回答があった。 

 

 

図 4-1-20 空調停止時の測定の原因 

 

質問 9.  冬期、夏期、中間期の測定時において、

個別方式空調・換気装置が運転されていない室で

測定する場合がありますか？また、窓が開放され

ている室で測定する場合がありますか？ 

 

 冬期、夏期、中間期の測定時における個別方式

空調の稼動状況について、「個別方式空調が運転さ

れてない室で測定する場合がありますか？」とい

う質問を行った（①～③）。「まったくない」、又は

「概ねない」（ａ、ｂ）の回答が 73％、「行う場合

がある」、又は「しばしばある」（ｃ、ｄ）の回答が

27％であった（図 4-1-21）。期間別に見てみると、

冬期と夏期は「まったくない」、又は「概ねない」

（ａ、ｂ）の回答が多かったが、中間期では「行う

場合がある」（ｃ）の回答がやや多くなっていた。

これは、冬期と夏期は空調を運転しているが、中

間期には外気と室内の気温差が小さいため、空調

を運転する必要がないと在室者が判断しているケ

ースが多いことが考えられる。 

 

a.在室者

への配慮

22%

b.業務への

配慮…
c.依頼主から

の要請

32%

d.テナン
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要請

11%

e.その他
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くない
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合がある
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ばある
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の配慮

28%
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の要請
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16%

e.その他

8%
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図 4-1-21 個別方式の空調停止時の測定 

（冬期・夏期・中間期） 

 

個別方式空調が運転されていない室で測定する

原因については、「在室者の判断で運転されていな

い」（ｃ）が 61％と多かった（図 4-1-22）。「その

他」（ｄ）の回答としては、「在室者がいないため運

転されていない」、「学校が休暇中のため運転され

ていない」、「レイアウト等で決まっている」、「省

エネのために運転されていない」等の回答があっ

た。 

 

 
図 4-1-22 個別方式の空調停止時の測定の原因 

（冬期・夏期・中間期） 

 

 冬期、夏期、中間期の測定時における個別方式

空調の換気装置の稼動状況について、「個別方式空

調の換気装置が運転されてない室で測定する場合

がありますか？」という質問を行った（④～⑥）。

「まったくない」、又は「概ねない」（ａ、ｂ）の回

答が 78％、「行う場合がある」、又は「しばしばあ

る」（ｃ、ｄ）の回答が 22％であり（図 4-1-23）、

①～③の個別方式空調の稼働状況と同様の結果が

得られた。このことから、個別方式空調が運転さ

れていない場合では、換気装置も同時に運転され

ていないと考えられる。一方で、個別方式空調の

換気装置の稼働状況については、期間別の差異は

見られなかった。 

 

図 4-1-23 個別方式の換気停止時の測定 

（冬期・夏期・中間期） 

 

 個別方式空調が運転されていない室で測定する

原因については、「在室者の判断で運転されていな

い」（ｃ）が 66％と多かった（図 4-1-24）。「その

他」（ｄ）の回答としては、「在室者がいないため運

転されていない」、「共用部などのため」、「省エネ

のために運転されていない」等の回答があった。 

 

 
図 4-1-24 個別方式の換気停止時の測定の原因 

（冬期・夏期・中間期） 

 

 冬期、夏期、中間期の測定時における窓の開放

について、「窓が開放されている室で測定する場合

がありますか？」という質問を行った（⑦～⑨）。

「まったくない」、又は「概ねない」（ａ、ｂ）の回

答が 77％、「行う場合がある」、又は「しばしばあ

る」（ｃ、ｄ）の回答が 23％であり（図 4-1-25）、

a.まったくない

37%
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ない

36%

c.行う場合

がある

23%

d.しばしばある
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a.依頼主か

らの指示

19%
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からの指示

9%

c.在室者の判断で

運転されていない
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d.その他
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b.概ねない
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合がある
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d.しばし

ばある

3%
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らの指示

18%

b.テナントか

らの指示

7%

c.在室者の判断で運

転されていない

66%

d.その他

9%
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①～③の個別方式空調と、④～⑥の換気装置と同

様の結果となった。このことは、在室者が自然換

気のために窓を開け、空調や換気装置の運転を停

止していることを示している。期間別では、①～

③の個別方式空調と同様に中間期に窓が開放され

ていることが多かった。これは、冬期や夏期では

外気と室内の温度差が大きいため空調を稼働して

いることが多いが、中間期では外気との温度差が

小さいので、窓を開放するためである考えられる。 

 

 

図 4-1-25 窓解放時の測定 

（冬期・夏期・中間期） 

 

 また、窓が開放されている室で測定する原因に

ついても、「在室者の判断で運転されていない」（ｃ）

が 78％と多かった（図 4-1-26）。「その他」（ｄ）

の回答としては、「清掃中で窓が開放されていた」、

「個別式空調の運転を停止しており、窓を開放し

ていた」という回答があった。 

 
図 4-1-26 窓解放時の測定の原因 

（冬期・夏期・中間期） 

 

ｄ）原因追及の測定と改善策について 

空気環境の測定は環境の状態を正しく把握する

ために行うものである。したがって、管理基準に

適合しない項目があった場合には、得られた結果

を基にして、なぜ不適合になってしまったのかの

原因を追及し、改善を行うための助言を行うべき

である。また、基準に適合している場合でも、測定

値が余裕をもって基準に適合しているのか、上限

で基準に適合しているのかなどの検討を行い、必

要に応じて改善策等を提示することが望ましい。 

ただし、空気環境の測定を行う、浮遊粉じん、一

酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度、気流の 6

項目の測定結果だけでは、適切な改善策を立案す

るための資料として十分ではない場合がある。こ

のため、追加で原因追及の各種調査（平面分布測

定、経時変化測定、気積、在室人数、風量測定など）

を行う必要があるとされている。 

 

質問 10. 法令検査（2 ヶ月に 1 度）で問題（不適

合項目）があった測定場所や施設について、原因

追及のための測定を実施していますか？ 

 

 この質問に対して、「すべての場合できる」、又

は「概ねできる」（ａ、ｂ）の回答が 75％、「でき

ない場合がある」、又は「できない場合がしばしば

ある」（ｃ、ｄ）の回答が 25％であった（図 4-1-

27）。 

 

 
図 4-1-27 原因追及のための測定の実施 

 

質問 11. 原因追及のための測定を実施できない原

因はなんですか？ 

 

 原因追及のための測定を実施できない原因とし

a.まったく

ない

40%b.概ね

ない

37%

c.行う場

合がある

21%

d.しばしばある
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a.依頼主からの指示

11%

b.テナント

からの指示

5%c.在室者の判断で

運転されていない

78%

d.その他

6%

a.すべての場合

できる

29%

b.概ねできる

46%

c.できない場

合がある

18%

d.できない場合が

しばしばある

7%
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ては、「在室者や業務への配慮」（ａ、ｂ）が 60％

と半数以上を占めた（図 4-1-28）。これは、不適合

項目があった測定場所に追加で測定を行うことが

迷惑になってしまうと判断してしまい、原因追及

のための測定を実施しないケースが多いのではな

いかと考えられる。また、「依頼主やテナントから

の要請」（ｃ、ｄ）を受けて測定を実施できないと

いう回答は 31％であった。このため、原因追及の

ための測定を提案しても、依頼者やテナントに断

られてしまうケースも多く存在するようである。 

「その他」（ｅ）の回答としては、「別日程の再測

定が契約上できない」、「管理者側が原因追及の測

定を行っている」などがあった。 

 

 
図 4-1-28 原因追及のための測定を実施できない原

因 

 

質問 12. 法令検査（2 ヶ月に 1 度）で問題（不適

合項目）があった測定場所や施設について、改善

策を提示していますか？ 

 

 この質問に対しては、「すべての場合できる」、

又は「概ねできる」（ａ、ｂ）の回答が 85％と多か

った（図 4-1-29）。質問.10 原因追及の測定の実施

において、「すべての場合できる」、又は「概ねでき

る」（ａ、ｂ）と比較して、回答数が多かったこと

から、原因追及のための測定を行わずに、6 項目の

測定結果のみを用いて改善策を提示しているケー

スがあると考えられる。 

 
図 4-1-29 改善策の提示 

 

質問 13. 改善策を提示しない原因はなんですか？ 

 

 改善策を提示しない原因としては、「原因追及の

ための測定が未実施のため」（ａ）が 28％、「原因

追及の結果から改善策が判明しないため」（ｂ）が

28％、「依頼主やテナントから拒まれたため」（ｃ、

ｄ）が 30％だった（図 4-1-30）。ｂと回答した 28％

の測定者は、せっかく原因究明の測定を行ったに

も関わらず、その結果から改善策が判明しなかっ

たと考えられる。この原因として、原因追及のた

めのデータ量が不完全な場合、あるいは原因追及

のためのアプローチが適切でなかった場合や、原

因究明の測定結果を正しく判断できていない場合

などが考えられる。また、改善策の提示を拒まれ

る場合も多いことが明らかになり、不適合項目の

改善意識が低い依頼主やテナントが一定数存在し

ていると考えられる。 

 

 
図 4-1-30 改善策を提示しない原因 

 

質問 14. 空気環境測定を実施する際、困っている
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ことはありますか？（自由記述） 

 

 自由記述で回答したものについて、内容ごとの

回答数を表 4-1 に示す。 も多かった回答として

は、「冬期に湿度を上げることが難しい」の 12 回

答であった。冬期は外気温が低く、外気中の絶対

湿度が低いため、暖房で室を暖めることで相対湿

度が下がりやすいため、相対湿度を 40％以上に上

げることが難しいようである。また、「古いビルの

ため加湿装置がない」という回答も 1 回答あった。 

 次に多かった回答としては、「依頼者や建物利用

者に測定の意義を理解してもらえず、トラブルに

なった」の 6 回答であった。具体的には、「在室者

が協力的ではない場合がある」や、「測定を早く終

わらせるようにと急かされる場合がある」などの

在室者とのトラブルの他、「依頼者に在室者がいな

い状況で測定をしなければならない」などの依頼

者とのトラブルが発生したようである。この 6 回

答以外の回答においても、学校や旅館などの施設

では在室者がいる時に測定を実施することができ

ないという回答が得られた。 

 測定機材に関しては、「機材が重い」（3 回答）、

「機器の更新の予算が取れない」（2 回答）といっ

た回答が得られた。 

 改善策については、「問題点を指摘しても予算が

ない等で改善されないことが多い」（2 回答）や、

「コストの高い換気装置は提案しにくい」（1回答）、

「換気のための注意に対し、省エネ等の問題を相

談された」（1 回答）など、改善にかかる費用の問

題から、改善がされない場合や、改善策の提案を

やめる場合があるようである。また、判定につい

ては「基準を少し超えた不適合判定を依頼者に嫌

がられる」（1 回答）などのトラブルが発生したよ

うである。 

 

 

 

 

 

表 4-1 測定を実施する際に困っていること 

回答数 内容 

3 機材が重い 

1 10 か所程度の測定対象ビル間の機器の運搬 

12 冬期に湿度を上げることが難しい 

1 古いビルのため加湿機能がない 

1 小規模全熱に加湿装置が付属する場合も湿度基準を適用するのか。小規模全熱の運転は在室

者に任せるしかないこと。電気代節約のため全熱が停止されている場合があること。 

2 室内利用人数より多い人数が使用し換気が不十分 

3 部屋の状況によっては 適な測定点で測定できない場合がある 

1 営業所の測定で在室人員数が変化してしまい結果が安定しない 

1 占有部での測定時、在室者が不在のことが多く、正確な測定が行えない 

1 人が忙しく往き来するような場所での測定では気流などがしばしば異常値を示すことがある 

1 CO2 濃度が高い場所で、部屋に対して人数が著しく多い場合の改善方法を求められる事があ

るが、現実的な解決方法が出てこない 

6 依頼者や建物利用者に測定の意義を理解してもらえず、トラブルになった 

1 依頼者より供用部のみでの測定を希望される事が多々ある 

2 在室者の判断で、空調を運転していない場合がある 
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2 食堂・興行所など人の出入が多い場所では、測定場所までの移動や測定が困難 

2 測定機器の更新の予算が取れない 

1 測定を委託契約している業者が不勉強・レベルが低い場合がある 

1 ホテルは宿泊者やイベント等の都合もあるため、空気環境測定のスケジュール管理が容易で

はない 

1 在室者への配慮 

1 学校などでは学生が空調設定を変更しているため、毎回設定が変わっていること 

2 日時の融通が利かない 

1 レイアウト変更で測定場所が確保できなくなることがある 

1 請負金額が安く、一日数件測定しないと割が合わない 

1 換気のための注意に対し、省エネ等の問題を相談された 

1 事業員が多いので測定スペース確保で連絡が必要 

1 店舗、旅館、学校などの施設では在室中の測定が困難 

1 依頼主に測定点を指定されてしまう 

1 コストの高い換気設備は提案しにくい 

2 問題点を指摘しても予算がない等で改善されないことが多い 

1 ホルムの測定数を減らす希望がある 

1 店舗の入れ替えや模様替えの際テナント側に空調視点を持った工事計画をお願いする際の説

明とタイミングが難しい 

1 在室者から測定頻度を増やし、毎月測定してほしいという要望がある 

1 良否判定の際、基準を多少超えた不適合判定を依頼者に嫌がられる 

1 校正のサイクルが短すぎてコストがかかる 

ｅ）その他 

 
図 4-1-31 今後のアンケートへの協力 

 

（2）ビルメンテナンスに関するアンケート調査 

アンケート調査は 2 回にわたり行われた。なお、

1 回目（平成 30 年 8 月実施）と 2 回目（令和 2 年

1 月実施）の間に、中規模建築物の受託の有無につ

いてのみ（受託している／受託していない）を調

査している。中規模建築物の受託のある企業 1,047

件に対し、1 回目および 2 回目の調査を合わせて

409 件（39.1%）の有効回答を得た。各質問に対す

る回答は、以下の通りであった。 

図 4-2-1～図 4-2-3に、業務の委託状況について、

建物の規模ごとに 3,000 ㎡以上（以降、特定建築

物という）、2,000 ㎡～3,000 ㎡未満（以降、中規

模建築物という）、2,000 ㎡未満（以降、小規模建

築物という）の 3 区分の受託建築物数と、その受

託業務の内訳を示す。回答の得られた受託建物数

は、特定建築物 30,770 棟、中規模建築物 23,539

棟、小規模建築物 40,010 棟であった。その受託業

務の内訳は、（1）空気環境測定、（2）空気調和用

ダクト清掃、（3）飲料水質検査、（4）貯水槽清掃 

a.協力する

39%

b.協力しない

61%
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図 4-2-1 受託業務内訳（3,000 ㎡以上） 

図 4-2-2 受託業務内訳（2,000～3,000 ㎡未満） 

図 4-2-3 受託業務内訳（2,000 ㎡未満） 

、（5）清掃、（6）排水管清掃、（7）ねずみ昆虫等

の防除の 7 項目のうち、特定建築物では（3）飲料

水質検査が も多く、次いで、（5）清掃、（1）空

気調和測定であった。中規模建築物では（3）飲料

水質検査が も多く、次いで（5）清掃、（4）貯水

槽清掃であった。小規模建築物では、（5）清掃が

も多く、次いで、（7）ねずみ昆虫の防除、（飲料

水質検査であった。一方、受託業務の内訳として

割合が小さいのは、特定建築物では（2）空気調和

用ダクト清掃 4％、（6）排水管清掃 4％であるもの

の、中規模建築物では（2）空気調和用ダクト清掃

1％、（6）排水管清掃 6％であった。また、小規模

建築物では、（1）空気調和測定 1％および（2）空

気調和用ダクト清掃が も割合が小さく、次いで

（6）排水管清掃 6％であった。このように、建物

規模が小さくなるにつれ、清掃が増え、一方で空

気調和測定や空気調和用ダクト清掃が減る傾向に

ある。 

 これらの受託状況のなかで、以降、中規模建築

物について、各社の事例 大 5 棟を自由に選定

し、「建築物の概要」、「その管理状況」および

「仕様書（発注内容）の問題によりクレームや問

題などが発生した有無」などをうかがった。 

図 4-2-4 に、建築物の概要として受託建物所在

都道府県を示す。図より、東京都が 11％と も

多く、次いで北海道 7％、愛知 5％、大阪 4％、

鹿児島 4％、福岡 4％の順に多い。 

図 4-2-5 に、建物概要として主な用途を示す。

事務所（51％）が も多く、次いで店舗

（19％）、集会場（8％）であった。また、それぞ

れの建築物の管理にあたり、建築物環境衛生管理

技術者の免状を有する者の関与の有無について

は、なし 71％、他の建築物と兼務 17％、この建

物だけを管理 8％であった（図 4-2-6）。 

空気環境測定、空気調和設備の維持管理、飲料

水水質検査、貯水槽清掃、排水管清掃、清掃管理

業務、ネズミ昆虫等の防除作業の受託状況につい 

(1) 空気調和測定, 
5410, 18%

(2) 空気調和用ダ

クト清掃, 1117, 
4%

(3) 飲料水水

質検査, 
7095, 23%

(4) 貯水槽清

掃, 5197, 
17%

(5) 清掃, 
6218, 20%

(6) 排水管清

掃, 1348, 4%

(7) ねずみ昆虫等の防

除, 4385, 14%

n=30,770

(1) 空気調和測定, 
2182, 9%

(2) 空気調和用ダ

クト清掃, 232, 
1%

(3) 飲料水水

質検査, 
7609, 32%

(4) 貯水槽清

掃, 4274, 
18%

(5) 清掃, 
6278, 27%

(6) 排水管清

掃, 1469, 6%

(7) ねずみ昆虫等の防除, 
1495, 7%

n=23,539

(1) 空気調和測

定, 482, 1%
(2) 空気調和用ダク

ト清掃, 430, 1%

(3) 飲料水水

質検査, 
9055, 23%

(4) 貯水槽清

掃, 3764, 9%

(5) 清掃, 
15591, 39%

(6) 排水管清

掃, 592, 2%

(7) ねずみ昆虫

等の防除, 
10096, 25%

n=40,010
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図 4-2-4 受託建物所在都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2-5 主な用途 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2-6 建築物環境衛生管理技術者の関与の有無 
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a：興行場, 25, 3%
b：百貨店, 6, 1%

c：集会場, 72, 8%

d：図書館, 20, 2%

e：博物館, 5, 0%

f：美術館, 2, 0%

g：遊技場, 21, 
2%

h：店舗, 174, 
19%

i：事務所, 469, 51%

j：学校等, 37, 4%

k：旅館, 69, 7%

用途不明, 25, 3%

n=925（複数回答27）

a：なし, 638, 
71%

b：この建物だ

けを管理, 69, 
8%

c：他の建築物と兼務, 
155, 17%

回答なし, 36, 
4%

n=898
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図 4-2-7 受託状況（空気環境測定） 

図 4-2-8 受託状況（空気調和設備の維持管理） 

図 4-2-9 受託状況（飲料水水質検査） 

図 4-2-10 受託状況（貯水槽清掃） 

 

 

図 4-2-11 受託状況（排水管清掃） 

図 4-2-12 受託状況（清掃） 

図 4-2-13 受託状況（ねずみ昆虫等の防除） 
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図 4-2-14 空気調和設備・換気設備 方式 

 

ては、図 4-2-7～図 4-2-13 に示す。これらの図よ

り、受託状況についてわからないと回答のあった

業務で多いのが、空気環境測定、空気調和設備の

維持管理、排水管清掃、ねずみ昆虫等の防除であ

った。一方、自社で委託と回答の多い業務は、飲

料水水質検査、貯水槽清掃であり、ねずみ昆虫等

の防除もわからないとの回答と並び多かった。 

このような建物について、図 4-2-7～図 4-2-13

で示した空気環境測定、空気調和設備の維持管

理、飲料水水質検査、貯水槽清掃、排水管清掃、

清掃管理業務、ネズミ昆虫等の防除作業業務のう

ち、自社で受託しているものについて、以降伺っ

た結果を示す。 

空気環境測定について、それぞれの建築物の空

気調和設備及び換気設備をうかがったところ、

も多いのは、空気調和設備（中央管理方式）30％

であり、次いで、空気調和設備（中央管理方式以

外）25％、機械換気設備（中央管理方式以外）

17％という順に多い結果となった（図 4-2-14）。

空気環境の測定状況について、実施頻度を図 4-2-

15～図 4-2-21 に示す。浮遊粉じんの量、一酸化

炭素の含有量、二酸化炭素の含有率、温度、相対

湿度、気流の 6 項目については、実施している場

合、ほとんどの建築物で 2 か月に 1 回であること

がわかる。ホルムアルデヒドについては、建築、

大規模の修繕、大規模の模様替を行っていない場

合、該当無の回答としている。 

 空気調和設備の維持管理について、図 4-2-22～

図 4-2-27 に示す。空気調和設備の冷却塔の水

は、水道水のみ 29%、水道水以外も使用 3%、水

道水以外のみ 1%であった。冷却塔がない建物

は、57%であった（図 4-2-22）。空気調和設備の

加湿装置の水は、水道水のみ 48%、水道水以外も

使用 2%、水道水以外のみ 1%であった。加湿装

置のない建物は、32%であった（図 4-2-23）。 

図 4-2-23～図 4-2-27 に、空気調和設備のう

ち、①冷却塔及び冷却水の点検の実施、②加湿装

置の点検の実施、③排水受けの点検の実施、④冷

却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃の実施につ

いて示す。 

①冷却塔及び冷却水の点検の実施は、冷却塔が

ある場合、1 か月に 1 回 14%、6 か月に 1 回 9%

であった。一方、冷却塔があっても点検を実施し

ていないは 2%であった。また、冷却塔のないた 

a：空気調和設

備（中央管理方

式）, 57, 30%

b：空気調和設

備（中央管理方

式以外）, 47, 
25%

c：機械換気設備

（中央管理方

式）, 17, 9%

d：機械換気設

備（中央管理方

式以外）, 33, 
17%

ｅ：空気調和設

備を設けていな

い, 2, 1%

ｆ：機械換気設

備を設けていな

い, 0, 0%

ｇ：わからない, 
18, 10%

回答なし, 16, 8%

n=190
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図 4-2-15 浮遊粉じん量の測定頻度 

図 4-2-16 一酸化炭素の含有率の測定頻度 

図 4-2-17 二酸化炭素の含有量の測定頻度 

図 4-2-18 温度の測定頻度 

図 4-2-19 相対湿度の測定頻度 

図 4-2-20 気流の測定頻度 

図 4-2-21 ホルムアルデヒドの量の測定の実施の有

無 
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図 4-2-22 冷却塔の水 

図 4-2-23 加湿装置の水 

図 4-2-24 冷却塔及び冷却水の点検の実施頻度 

図 4-2-25 加湿装置の点検の実施頻度 

図 4-2-26 排水受けの点検の実施頻度 

図 4-2-27 冷却塔などの清掃の実施頻度 
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図 4-2-28 飲料水 水質検査の実施項目数 

図 4-2-29 雑用水 水質検査の実施項目数 

 

めに点検を実施していない建物は、41%であった

（図 4-4-24）。 

②加湿装置の点検の実施は、加湿装置がある場

合、1 か月に 1 回 21%、6 か月に 1 回 17%であっ

た。一方、加湿装置があっても点検を実施してい

ないは 5%である。また、加湿装置のないために

実施していない建物は、25%であった（図 4-4-

25）。 

③排水受けの点検の実施は、設備がある場合、

6 か月に 1 回 22%、1 か月に 1 回 21%であった。

一方、設備があっても点検を実施していないは

11%である。また、設備のないために実施してい

ないは 18%であった（図 4-4-26） 

④冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃の実

施は、設備がある場合、6 か月に 1 回 10%、12

か月に 1 回 9%、1 か月に 1 回 7%であった。一

方、設備があっても点検を実施していないは 19%

である。また、設備のないために実施していない

は 21%であった（図 4-4-27）。 

図 4-2-28～図 4-2-29 に、給水管理として、①

飲料水の水質検査（遊離残留塩素を除く）の実施

項目数、②雑用水の水質検査（遊離残留塩素を除

く）の実施項目数について示す。遊離残留量塩素

の検査、貯水槽の清掃の実施頻度、貯水槽の点

検・検査の実施頻度については、「中規模建築物

における衛生管理の実態と特定建築物の適用に関

する研究（研究代表者 小林健一）, 令和元年度 

総括・分担研究報告書, ６．中規模建築物におけ

る給水に係る衛生管理の実態と課題」に詳細を示

している。 

 図 4-2-30 に、排水設備の清掃頻度を示す。6 カ

月に 1 回 50%、12 か月に 1 回 23％であった。一

方、実施していないは 9%であった。 
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図 4-2-30 排水設備の清掃頻度 

図 4-2-31 日常清掃の実施の有無 

図 4-2-32 大掃除の実施頻度 

 

図 4-2-33 ねずみ・昆虫等の防除 被害状況の調査

頻度 

図 4-2-34 ねずみ・昆虫等の駆除の頻度 

図 4-2-35 ねずみ・昆虫等の防除 駆除に使用した

薬剤 

1ヶ月に1
回, 3, 2%

2ヶ月に1
回, 1, 1% 3ヶ月に1

回, 3, 2%

4ヶ月に1
回, 5, 4%

6ヶ月に1
回, 62, 
50%

12ヶ月に1
回, 29, 
23%

24ヶ月に1
回, 1, 1%

実施してい

ない, 11, 
9%

回答なし, 
10, 8%

n=125

a：有, 619, 
91%

b：無, 42, 
6%

回答なし, 
22, 3%

n=683

1ヶ月に1
回, 38, 6%

2ヶ月に1
回, 65, 
10%

3ヶ月に1
回, 37, 5%

4ヶ月に1
回, 41, 6%

6ヶ月に1
回, 253, 

37%

12ヶ月に1
回, 83, 
12%

24ヶ月

に1回, 1, 
0%

実施してい

ない, 72, 
11%

不明, 1, 0% 回答なし, 
92, 13%

n=683

1ヶ月に1
回, 68, 
23%

2ヶ月に1
回, 53, 
18%

3ヶ月に1
回, 11, 4%4ヶ月に1

回, 2, 1%

6ヶ月に1
回, 86, 
30%

12ヶ月に1
回, 20, 7%

それ以外, 
5, 2%

実施してい

ない, 15, 
5%

回答なし, 29, 10%

n=289

1ヶ月に1
回, 18, 6%

2ヶ月に1
回, 14, 5%

3ヶ月に1
回, 13, 5%

4ヶ月に1
回, 3, 1%

6ヶ月に1
回, 137, 

47%

12ヶ月に1
回, 25, 9%

それ以外, 
10, 3%

実施してい

ない, 37, 
13%

不明, 1, 0%
回答な

し, 31, 
11%

n=289

a：医薬

品・医薬部

外品, 146, 
51%

b：医薬品・医薬部外品以外, 
15, 5%

c：不明, 
33, 11%

使用なし, 
2, 1%

回答なし, 
93, 32%

n=289
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図 4-2-36 クレームや問題などが発生した有無 

 

 図 4-2-31 に、日常清掃の実施の有無について

示す。清掃を実施しているが 91%であったもの

の、実施していないは 6%であった。 

 図 4-2-32 に、大掃除の実施頻度を示す。6 カ月

に 1 回 37%、12 か月に 1 回 12%である。一方、

大掃除を実施していないは、11%であった。 

 図 4-2-33～図 4-2-35 に、ねずみ・昆虫等の防

除について示す。ねずみ等の発生場所、生息場所

及び侵入経路並びにねずみ等の被害の状況の調査

の頻度は 6 カ月に 1 回 30%、1 か月に 1 回 23%

であった。一方、防除や被害状況の調査を実施し

ていないは 5％であった（図 4-2-33）。駆除の頻

度は、6 カ月に 1 回 47%、12 か月に 1 回 9%であ

った。駆除を実施していないは 13%であった（図

4-2-34）。また、駆除を行った場合に使用した薬

剤は、医薬品・医薬部外品 51%、医薬品・医薬部

外品以外 5%であった。使用した薬剤について、

不明 11%であった（図 4-2-35）。 

 これらの建物について、仕様書（発注内容）の

問題により適切な衛生管理が実行できず、衛生状

態に関するクレームや問題等が発生したことはあ

るかをたずねたところ、無 75%、稀に有る

12%、たまに有る 4%、よくある 2%であった

（図 4-2-36）。 

 a：よく有る, 16, 
2% b：たまに有

る, 34, 4%

c：稀に有

る, 106, 
12%

d：無, 680, 
75%

記載なし, 
62, 7%

n=898
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C2．二酸化炭素濃度等の空気環境に関する不適

率上昇要因の分析 

C2.1．自治体の立入検査及び報告徴取の状況 

行政報告例は、記載内容の刷新が随時行われて

いる。不適率が示されている 2007 以降を対象に

分析を行った。また、2009 年以前は、立入検査数

のみが記載されており、2010 年以降は立入検査数

と報告徴取数が記載されている。2009 年以前は、

報告徴取として扱うべき場合も立入検査数に含ま

れていた可能性がある。はじめに、2007～2017 の

行政報告例、2015 の各自治体人口を利用して分析

を行った。なお、立入検査と報告徴取を合わせて

調査と称することとした。 

図 4-32 に示すように、人口が多い自治体の特定

建築物数が多く、特定建築物 1000 件以上の自治

体は 12 である。図 4-33 に示すように、特定建築

物数が多い自治体の調査（報告徴取及び立入検査）

数は多い傾向がある。特定建築物数に対する調査

数の比は、埼玉県が も低く、秋田県、岡山県が高

い。 

図 4-34 に、特定建築物数が 1000 件以上の自治

体の調査（報告徴取及び立入検査）数の推移を示

す。全国では、調査数は増加する傾向がある。立入

検査が若干減少し、報告徴取は増加している。東

京都は、2016 年まで全国と同様に推移したが、

2017 に報告徴取数が急増した。大阪府は、2008 年

に立入検査数が急増し、その後は顕著な傾向はな

い。神奈川県は、2010 年に調査数が急増した。愛

知県は、2010 年に若干増加するなどの変化はある

が、顕著な増減傾向は見られない。北海道は、2009

年に立入検査数が急増し、その後 2012 年まで増

加した。埼玉県では、2010 年以降は調査数が少な

くなり立入検査がほとんどとなった。静岡県は、

2010 年、2011 年のみに報告徴取があり調査数が

多かった。福岡県は、2009 年に調査数が急増した。

兵庫県は、2011 年に報告徴取数が急増し立入検査

が急減した。千葉県は、2010 年以降報告徴取がほ

とんどない。宮城県は、2008 年に調査数が急減し、

2010 年に急増した。秋田県は、調査数に顕著は変

化がない。岡山県は、2011 年、2012 年に報告徴取

数が増加した。 

以上のように、2008 年～2010 年に大きな変化

が見られる。報告徴取数、立入検査数の算定方法

に自治体毎の差や変化があったことが推定される。

従来、報告徴取と立入検査が行われているが、行

政報告の算出において自治体間の不統一が一時的

に発生したと考えられる。 

 

図 4-32 自治体の人口と特定建築物数 

 

図 4-33 特定建築物数と 

調査（報告徴取と立入検査）数 
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図 4-34 主な自治体（特定建築物及び調査数が多い

自治体）の調査数の推移 

 

C2.2．二酸化炭素の基準不適率の推移 

図 4-35 に、全国及び主な自治体の二酸化炭素濃

度不適率の推移を示す。2007 年～2017 年の二酸

化炭素濃度の不適率の全国平均は、1.1（％/年）の

速度で上昇した。 

図 4-36 に、2007 年～2017 年の不適率平均値と

不適率上昇速度を示す。特定建築物数が多い 11 自

治体（調査数が少ない埼玉県を除く。）の上昇速度

は、-0.1～2.0（％/年）である。速度は、東京都：

-0.1（％/年）が も低く、北海道：2.0（％/年）と

福岡：1.9（％/年）が高い。不適率平均値が高いと

上昇速度が速い傾向が伺える。 

図 4-37 に、調査数に占める報告徴取数の割合：

報告徴取率と不適率の関係を示す。報告徴取率が

高い自治体では、不適率が高い傾向がある。 

図 4-38 に、報告徴取率の勾配と不適率の勾配の

関係を示す。報告徴取率の勾配と不適率の勾配に

顕著な関係が見られる。すなわち、報告徴取率が

増加すると不適率が顕著に増加している。 

人口が多く特定建築物が多い自治体は調査数が

多い傾向があり報告徴取率が高くなっている。こ

のような自治体では不適率は速く上昇している。 

 

図 4-35 主な自治体の不適率:Rnc_CO2 の推移 
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図 4-36 不適率:Rnc_CO2 の平均値と勾配 

 

図 4-37 報告徴取率:Rr と不適率:Rnc_CO2 

 

図 4-38 報告徴取率:Rr の勾配と 

不適率:Rnc_CO2 の勾配 

 

C2.3．外気濃度の推移 

図 4-39 に示すように、気象庁が測定している大

気濃度（綾里、南鳥島、与那国島）は、直線的に上

昇している。 

図 4-40 に示すように、首都圏及び名古屋の外気

濃度（江東、浦和、新宿、騎西、町田、名古屋中心、

名古屋郊外）は、気象庁の大気濃度よりも 20～

30ppm 高く推移している。また、東京の特定建築

物 (Specific building) に お け る 外 気 濃 度

（Tokyo_SB）は、気象庁の大気濃度よりも 40～

60ppm 高く推移している。 

大都市の特定建築物の取入れ外気の濃度は、

400ppm よりも高くなっていると考えられ、外気

濃度の上昇によって室内濃度が高くなり、不適率

上昇の要因となっている可能性がある。 
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図 4-39 大気の CO2 濃度の推移（気象庁） 

 

図 4-40 各地の CO2 濃度の測定結果 

 

C2.4．東京都の立入検査データ 

2012 年の東京都の立入検査時の測定データを

用いた。対象は 10000 ㎡以上の特定建築物で合計

211 件である。 

図 4-41 に示すように、用途は事務所が多く、空

調制御は、個別、全館、ゾーン毎の混合の 3 種類

がある。また、熱回収は、個別、全館となしの場合

がある。 

図 4-42 に示すように、空調制御方式、熱回収に

よって、CO2 内外濃度差に有意差はない。濃度差

の主な要因は、在室者数及び行為に影響される発

生量、換気量である。この状況によって、対象毎の

違いが生じて大きなばらつきが生じていると考え

られる。 

 

 

図 4-41 分析対象の用途、空調制御方式、換気方式 

 

図 4-42 空調制御方式及び換気方式と CO2 内外濃

度差 

 

図 4-43 に示すように、外気濃度は 380～

500ppm で平均が 432ppm であった。室内濃度は

480～1300ppm で平均が 769ppm であった。図 4-

33 に示すように、内外濃度差は 10～900ppm で

平均が 337ppm であった。基本的には通常の使用

状態で測定が行われるが、立入検査時の発生状況

によって濃度差に影響が出る可能性がある。 

空調制御については、個別制御の場合には換気

が運転されていない部屋の影響を受けることで全

体的に濃度差が大きくなる可能性がある。全体制

御の場合には、省エネルギーのためにダンパー等

で換気量を抑制することで濃度差が大きくなる可

能性がある。いずれの制御方式においても、フィ

ルターの目詰まりによって、換気量が減少し濃度

差が大きくなる可能性がある。これらの複数の要

因によって、測定時の濃度差にばらつきが生じる

と考えられる。 

濃度差について、統計解析ソフト JMP を用いて

正規分布、対数正規分布など分布のあてはめを行

ったところ、図 4-44 に示すように Weibull 分布の
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適合性が高かった。なお、Weibull 分布のαは

324.1475、βは1.7581であった。Weibull分布は、

物体の強度を統計的に記述するために W.ワイブ

ル（Waloddi Weibull）によって提案された確立分

布であり、機器の故障状況に関する分析に利用さ

れている。 

 

 
図 4-43 CO2 外気濃度及び室内濃度の頻度分布 

 
図 4-44 CO2 内外濃度差と Weibull 分布の適用 

濃度差の分布を仮定すると、外気濃度から基準

濃度:𝐶（1000ppm）を超える率（不適率）を算出

することが出来る。外気濃度:𝐶 、基準濃度:𝐶 と

不適率:𝑅 の関係は、Weibull の累積分布関数を用

いると、次式となる。 

𝑅 𝐶 𝑒𝑥𝑝       式１ 

外気濃度: 𝐶 が上昇すると、不適率:𝑅 が増加

することとなる。 

 

C2.5．省エネルギーに伴う換気量削減の影響 

省エネルギーのために換気量を削減すると、

CO2 内外濃度差が増加して不適率が上昇すると考

えられる。物質収支の基本式は以下のようになる。 

𝐶 𝐶           式２ 

𝐶:室内濃度(ppm)、𝑚：発生量、𝑄:換気量（外気量）、

𝐶 ：外気濃度（ppm） 

基準年の換気量に対する発生量の比を とし、 

ある年:𝑦の比： を以下のように定義する。 

          式３ 

𝛾           式４ 

例えば、発生量𝑚が一定(𝑚 𝑚 )の場合、𝛾 は

基準年の換気量𝑄 に対する𝑦年の換気量𝑄 の比と

なり、換気量の削減率に相当することとなる。 

𝑦年の外気濃度を𝐶 _ とすると、𝑦年の不適

率:𝑅 𝐶 _ は、以下のようになる。 

𝑅 𝐶 _ 𝑒𝑥𝑝 _     式５ 

図 4-45 に、γが一定であると仮定した場合の、

外気濃度と不適率の関係を示す。外気濃度が高い

ほど、換気量削減率が高い（𝛾が小さい）ほど、不

適率が高くなることを示している。全国の不適率

は、1999 年以降に顕著な上昇が見られる。図 4-46

に、綾里の外気濃度（ppm）、東京都 23 区の特定

建築物の外気濃度測定値による外気濃度推定値

Tokyo_23D(ppm)、式 2 で換気量一定とした場合

の不適率: Ventilation_constant(%)、1998 年の

換気量から年 1.8％減少し続けた場合の不適

率:Ventilation_Reduction1.8%/year(%)を示す。同

図に示す実際の全国不適率 ALL_J（％）は、

Ventilation_Reduction1.8%/year(%)に近くなっ

ている。外気濃度上昇に加えて、各特定建築物で
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の換気量削減の強化や普及によって全体的に換気

量削減が進み、不適率が上昇した可能性があるこ

とを示している。ただし、全国の濃度差分布が東

京都 23 区の 2012 年の分布と同じであることを仮

定していること、前述の行政報告の変化の影響を

無視していることを踏まえる必要がある。 

 

 

図 4-45 換気量削減率:γと不適率:R_nc 

 

 

図 4-46 外気濃度と換気量削減を考慮した不適率推

移 

 

C2.6．不適率上昇に関する総合分析 

不適率上昇の主な要因として、外気濃度の上昇、

報告徴取率の増加、換気量削減が挙げられる。こ

れらの影響をモデル化して、その影響程度を明ら

かにする。 

𝑦年の外気濃度を𝐶 𝑦 とすると、式５は以下

のようになる。 

R 𝑦 𝑒𝑥𝑝       式６ 

不適率は報告徴取よりも立入検査の方が低いと

考えられるため、報告調査の不適率に対する立入

検査時の不適率の比を立入検査不適率特性：𝑒とす

る。また、調査数に対する報告徴取数の比を報告

徴取率：𝑅 、調査数に対する立入検査数の比を立

入検査率：𝑅 とする。なお、𝑅 1 𝑅 となる。y

年の報告調査率を𝑅 𝑦 とすると、３つの要因を考

慮した不適率の式は以下のようになる。 

𝑅 𝑦 𝑒 𝑅 𝑦 ・ 1 𝑒  

・𝑒𝑥𝑝     式７ 

また、1999 年以降に省エネルギー等によって換

気量削減率:𝛾 が変化すると考えられるため、変化

速度を𝑑𝛾とし次式を仮定する。 

𝛾 𝑦 𝛾 𝑑𝛾 ∗ 𝑦 1998         式８ 

式７に式８を導入すると以下のようになる。 

𝑅 𝑦 𝑒 𝑅 𝑦 ・ 1 𝑒 ・ 

𝑒𝑥𝑝
∗

 式９ 

基準年（1998 年）の換気量削減率：𝛾 、換気

量削減率の変化速度：𝑑𝛾、立入検査不適率特性：

𝑒を変数として、報告情報が安定している 2012 年

から 2016 年の全国不適率に も一致する解を

小二乗法によって求めた。𝛾 0.802、𝑑𝛾

0.0078、𝑒 0.659となった。 

図 4-47 に、 小二乗法により 3 つの係数を求め式

９で算出した不適率：A＋V＋S（％）、外気濃度上

昇と換気量削減のみ（𝛾 0.802、𝑑𝛾 0.0078）

を考慮した式２で算出した不適率：Ventilation＿

Reduction0.78％/Year（％）を示す。式９による A
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＋V＋S（％）は、2010 年から 2017 年の間、実際

の不適率：All_Japan に大略一致した。また、換気

量削減率の変化速度：𝑑𝛾は、0.78％であり、図 4-

46 で示す 1.8％よりも小さいため、Ventilation＿

Reduction0.78％/Year（％）は、A＋V＋S（％）よ

りも低く推移した。 

 
図 4-47 式９による不適率推定結果「A+V+S

（％）」 

 

図 4-48 に、各不適率算出結果を用いて算出した、

各要因の寄与率を示す。2010 年から 2017 年位か

けて、各要因による不適率上昇幅が増加している。

報告調査率が不明の 2010 年以前においても同様

の変化があったと考えられる。2010 年から 2017

年の各要素による不適率上昇幅の平均値は、1998

年を基準として、外気濃度上昇が 2％、換気量の削

減が 5％、報告徴取率の増加が 10％となる結果で

あった。 

 

 

図 4-48 不適率上昇要因と影響量の推移 

 

D．考察及び結論 

D1．空気環境測定に関する分析 

空気環境の測定者に対するアンケート調査の結

果、空気環境の測定点、測定時間、測定後の改善に

関する課題が抽出された。空気環境の測定点につ

いては、適切でない場合があるとの回答が 23％あ

り、その理由は在室者やテナントなどへの配慮が

挙げられた。一日に 2 回測定できない場合につい

ては７％であり、同様の理由が挙げられた。また、

在室者がいない状況での測定については 56％、休

日など空調が運転されない場合の測定については

40％で、その理由は在室者への配慮、依頼主から

要請が多かった。不適合の場合の原因追及のため

の測定ができない場合があるとの回答は、25％で

あった。その原因は、在室者への配慮、依頼主の依

頼、契約上の制限など、が挙げられた。以上のよう

に、空気環境の測定は、使用状況、依頼主やテナン

トの要望などの影響を受けることによって、適切

な実施が難しい場合があることが確認された。こ

のような実態は、例えば、在室者がいない場合の

測定が多い用途では、二酸化炭素濃度の不適率が

低くなるなど、行政報告例における不適率の特性

にも影響していると考えられる。また、正しい測

定が難しい状況は、空気環境自体の悪化の要因と
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なる可能性が否定できないことが指摘された。 

特定建築物以外の中規模建築物における衛生状

態の調査の結果は、一部で特定建築物と同程度の

水準であったものの、十分な衛生状況にあるか不

明の点もあると思われた。しかしながら、仕様書

（発注内容）の問題により適切な衛生管理が実行

できず、衛生状態に関するクレームや問題等が発

生したことはないとの回答が 75%となっており、

その実態の把握には今後の調査や検討が必要であ

ると思われる。 

 

D2．二酸化炭素濃度等の空気環境に関する不適率

上昇要因の分析 

建築物衛生管理基準の不適率が持続的に上昇し

ている二酸化炭素濃度に注目し、その要因分析を

行った結果、1999 年以降の上昇の要因に、外気濃

度上昇、省エネルギー等に伴う換気量の削減、報

告徴取率の増加がある。それらの影響は持続的に

増大しており、今後も不適率の上昇が続くことが

予想される。報告徴取率が増大していない東京都

等の一部の自治体では不適率が上昇していない。

これらの自治体では、立入検査等による監視指導

の効果によって、外気濃度の上昇や省エネルギー

に伴う換気量の削減の影響が抑制されている可能

性がある。 

以上の検討から、以下の改善が必要であると考

えられる。行政報告の方法を明確にして、不適率

の実態がより具体的に把握できるようにする。報

告徴取及び立入検査の方法を改善し、より効率的

で効果的な監視指導方法を確立し普及させる。以

上によって、外気濃度上昇の中で、不適率を抑制

しながら省エネルギーが実施されることとなると

考えられる。 
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